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１ 【提出理由】

当社第135回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5

第4項および「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出する

ものであります。

　

２ 【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

　　　　平成25年6月13日

（２）当該決議事項の内容

　　　第１号議案　剰余金の配当の件　　　　          

　　　　　　　　　　　当社普通株式1株につき金30円

　　　第２号議案　取締役15名選任の件

　　　　　　　　　　　吉　田　和　憲

　　　　　　　　　　　豊　田　鐵　郎

　　　　　　　　　　　山　口　千　秋

　　　　　　　　　　　佐々木　一　衛

　　　　　　　　　　　森　下　洋　司

　　　　　　　　　　　古　川　真　也

　　　　　　　　　　　大　西　　　朗

　　　　　　　　　　　鈴　木　雅　晴

　　　　　　　　　　　加　藤　正　文

　　　　　　　　　　　佐々木　憲　夫

　　　　　　　　　　　小　河　俊　文

　　　　　　　　　　　大　西　敏　文　　

　　　　　　　　　　　張　　　富士夫

　　　　　　　　　　　小　川　隆　希

　　　　　　　　　　　大　塚　　　幹

　　　第３号議案　役員賞与支給の件

　　　　　　　　　　　取締役16名、社外取締役1名に対し、役員賞与総額330,000,000円を支給
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（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議

　　　　事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成 反対 棄権
決議の結果

可否 賛成比率

　 　 個 個 個 　 %

第１号議案 2,688,004 241 674 可決 99.3

第２号議案 　 　 　 　 　

　 吉　田　和　憲 2,647,92739,541 1,448可決 97.8

　 豊　田　鐵　郎 2,614,03373,431 1,448可決 96.5

　 山　口　千　秋 2,648,00139,467 1,448可決 97.8

　 佐々木　一　衛 2,648,02839,440 1,448可決 97.8

　 森　下　洋　司 2,648,02739,441 1,448可決 97.8

　 古　川　真　也 2,649,39338,075 1,448可決 97.8

　 大　西　　　朗 2,643,82343,644 1,448可決 97.6

　 鈴　木　雅　晴 2,649,39438,074 1,448可決 97.8

　 加　藤　正　文 2,649,38238,086 1,448可決 97.8

　 佐々木　憲　夫 2,649,39338,075 1,448可決 97.8

　 小　河　俊　文 2,649,27438,194 1,448可決 97.8

　 大　西　敏　文 2,649,37438,094 1,448可決 97.8

　 張　　　富士夫　 2,335,737352,502 674 可決 86.2

　 小　川　隆　希 2,649,27438,194 1,448可決 97.8

　 大　塚　　　幹 2,649,27538,193 1,448可決 97.8

第３号議案 2,649,43338,805 676 可決 97.8

　　　（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

　　　　　   ・第１号議案および第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の

             　議決権の過半数の賛成

　　　　   　・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

　　　　　 　　する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　　　　事前行使分および当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、

　　　　各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日

　　　　出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

EDINET提出書類

株式会社豊田自動織機(E01514)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

